
配偶者居住権の概要

妻

子

夫
（被相続人）

死亡遺産（4000万円）

2000万円2000万円

自宅現金

法定相続分 ２分の１
（2000万円）

法定相続分 ２分の１
（2000万円）

妻が夫の所有して
いた自宅に住み続
けようとするとき、こ
の配分が問題とな
る

妻 子

現行

2000万円 2000万円

2000万円 2000万円例 妻が法定相続分として自宅を相続した場合
→相続によって現金を得られないため、
その後の生活に支障をきたすおそれがある

配偶者居住権が創設された場合

妻

子

500万円

2000万円

2000万円

1500万円
配偶者居住権が
設定された自宅

500万円

配偶者居住権
1500万円

配偶者居住権の性質
・遺産分割又は遺贈により設定される
・無償で居住することができる
・登記により第三者に対抗できる
・期間は配偶者の終身の間（特に定めた場合には一定期間）とする

安定した居住のための権利と現金とを確保できるため、
その後の配偶者の居住の安定を図ることができる



市街地再開発事業における配偶者居住権の取扱いについて

第一種市街地再開発事業

被相続人の
配偶者

被相続人の財産に属した建物に
配偶者居住権を設定

権利
変換

権利変換計画に配偶者居住権の存続期間
を記載し、権利変換後に同一の存続期間の
配偶者居住権が与えられるよう定める

※ 床面積は従前の建築物の価額により変動する。

被相続人の
配偶者

従前の建築物の価
額に相当する施設
建築物の一部

第二種市街地再開発事業

被相続人の
配偶者

被相続人の財産に属した建物
に配偶者居住権を設定

収用
又は

任意買収

被相続人の
配偶者

従前の建築
物の価額に相
当する施設建
築物の一部

施行者

居住建物の
所有者（相続人）

居住建物の
所有者（相続人）

被相続人
の配偶者

施行者が取得
＝権利はいったん消滅

配偶者居住権
消滅の補償金

居住権保護のための措置
として、申出により、施設
建築物の一部に賃借権を
取得することができる。
（現行の借家権者と同様）

申出

配偶者居住権

賃借権

工事
完了後


